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自
由
同
和
会
中
央
本
部
（
会
長 

川
上

高
幸
）
で
は
、
9
月
7
日
午
後
2
時
30
分

か
ら
自
民
党
本
部
の
幹
事
長
室
に
お
い

て
、
6
月
1
日
に
閉
会
し
た
通
常
国
会
に

お
い
て
継
続
審
議
に
な
っ
た
「
部
落
差
別

の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
」
が
、

9
月
26
日
か
ら
開
催
さ
れ
る
臨
時
国
会
で

早
期
に
成
立
さ
れ
る
よ
う
、
自
民
党
の
二

階
俊
博
・
幹
事
長
に
「
早
期
成
立
に
つ
い

て
の
要
望
書
」（
2
面
）
を
手
渡
し
、
約

1
時
間
に
わ
た
り
懇
談
し
た
。

自
民
党
　
二
階
俊
博
・
総
務
会
長
と
面
談

「
部
落
差
別
解
消
法
」
の
早
期
成
立
を
要
望

　
途
中
、
林
　
幹
雄
・
幹
事
長
代
理
も
加

わ
ら
れ
、
急
遽
、
電
話
で
呼
び
出
さ
れ
た

山
口
　
壯
・
前
部
落
問
題
に
関
す
る
小
委

員
長
を
も
交
え
て
の
話
し
合
い
に
な
っ

た
。

　
　
自
由
民
主
党
面
談
者

二
階
　
俊
博
　
　
　
　
　
　
幹
　
事
　
長
　
　

林
　
　
幹
雄
　
　
　
　
　
　
幹
事
長
代
理

山
口
　
　
壯
　

前
部
落
問
題
に
関
す
る
小
委
員
会
委
員
長

　
　
自
由
同
和
会
出
席
者

川
上
　
高
幸
　
　
中
央
本
部
　
会
　
長

上
田
　
藤
兵
衞
　
　
　
〃
　
　
副
会
長

阪
本
　
孝
義
　
　
　
　
〃
　
　
　
〃

野
口
　
賢
二
　
　
　
　
〃
　
　
　
〃

平
河
　
秀
樹
　
　
　
　
〃
　
　
事
務
局
長

山
口
　
勝
弘
　
　
　
　
〃
　
事
務
局
次
長

　
総
務
委
員
会

　
自
由
同
和
会
中
央
本
部
で
は
、
9
月
9

日
午
後
1
時
よ
り
大
阪
市
内
の
「
大
阪

ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
」
に
お
い
て
、
総
務
委

員
会
（
委
員
長 

天
野
二
三
男
）
を
開
催
し
、

平
成
28
年
度
の
幹
部
研
修
会
の
開
催
要
領

や
役
割
分
担
及
び
都
府
県
本
部
の
参
加
者

数
、
定
期
中
央
省
庁
要
請
行
動
の
班
編
成

と
各
省
庁
別
の
要
望
内
容
を
検
討
し
た
。

　
な
お
、
総
務
委
員
会
の
担
当
の
上
田
藤

兵
衛
・
中
央
本
部
副
会
長
も
出
席
さ
れ
た
。

今　号　の　内　容

二階・幹事長との面談････････････ １Ｐ

二階・幹事長への要望書･･････････ ２Ｐ

都府県本部関係･･････････････････ ３Ｐ

灘本昌久さんの長期連載･･････････ ４Ｐ

平
成
28
年
度
幹
部
研
修
会
・
定
期
中
央
省
庁
要
請
行
動

要
請
行
動
　
　
日
　
時
　
平
成
28
年
11
月
24
日
（
木
）　
午
前
11
時
～
正
午

　
　
　
　
　
　
場
　
所
　
法
務
省
・
文
科
省
・
厚
労
省
・
国
交
省

幹
部
研
修
会
　
日
　
時
　
平
成
28
年
11
月
24
日
（
木
）　
午
後
2
時
～
4
時

　
　
　
　
　
　
場
　
所
　
自
由
民
主
党
本
部
　
９
Ｆ
　
９
０
１
会
議
室

二階・幹事長へ要望書を手渡す中央本部の新三役
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自由民主党・幹事長

　衆議院議員　二階　俊博　様

「部落差別の解消の推進に関する法律案」の

早期成立についての要望書

　自由民主党におかれましては、人権確立社会に向けた各種法律の制定を図られるとともに、様々

な施策の拡充にご尽力を賜り、衷心より厚く感謝を申し上げます。

　また、同和問題につきましては、昭和 44 年に「同和対策特別措置法」が制定され、名称を変え、

5 回の延長を重ね、33 年間にわたり同和対策が実施されました結果、平成 5 年の全国実態調査では、

混住率は 41.4% になり、同和地区でありながら同和関係者が少数になるところまで進んできました。

　先般行われました大阪市の調査では、同和地区に生まれ育った同和関係者は 35% でしかありませ

んでした。

　そして、同和問題の最大の壁である結婚問題についても、現在では 8 割が同和関係者以外の人と

結婚しており、また、その際には 7 割の人が全く反対はなかったとする調査結果もあります。

　このように、同和問題は解決の過程にあるものと認識していますが、未だに差別が現存している

事実もあり、完全に解決されてはいません。

　このような実態から、自由民主党は政権公約に記載があるように、個別法によるきめ細かな人権

救済を推進することから、党内に「差別問題に関する特命委員会」が設置され、さらに下部組織と

して「部落問題に関する小委員会」が二階先生の肝煎りで設置されました。

　この小委員会では、私ども自由同和会や識者からのヒヤリングを経て、「部落差別の解消の推進に

関する法律案」をまとめられ、先の第 190 回国会へ議員立法として衆議院へ提出されましたが、日

程の関係から成立されることなく、衆議院での継続審議になっています。

　よって、今月 26 日から開催される臨時国会において、早期に成立できますようご高配を賜りたく

お願い申し上げます。

　　　平成 28 年 9 月 7 日

自由同和会中央本部

会長　川 上　高 幸
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都
府
県
本
部
関
係

　
岐
阜
県
本
部
（
会
長 

橋
本
敏
春
）
で

は
、
第
35
回
総
会
を
５
月
16
日
午
後
１
時

30
分
か
ら
、
岐
阜
市
内
の
「
岐
阜
会
館
」

に
１
３
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　
総
会
で
は
、
ぎ
ふ
人
権
文
化
研
究
所
主

宰
の
桑
原
　
律
さ
ん
が
、「
岐
阜
県
の
『
同

和
対
策
』
と
『
同
和
教
育
』
の
歩
み
」
の

テ
ー
マ
で
基
調
講
演
を
さ
れ
た
。

　
福
岡
県
本
部
（
会
長 

上
田
卓
雄
）
で
は
、

第
28
回
大
会
を
６
月
26
日
午
後
１
時
30
分

か
ら
、
北
九
州
市
内
の
「
北
九
州
ハ
イ
ツ
」

に
１
５
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　
大
会
で
は
、
平
河
秀
樹 

中
央
本
部
事

務
局
長
が
「
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に

関
す
る
法
律
案
の
成
立
に
向
け
て
」
の

テ
ー
マ
で
記
念
講
演
を
行
っ
た
。

　
京
都
府
本
部
（
会
長 

上
田
藤
兵
衛
）

で
は
、
第
31
回
大
会
を
７
月
1
日
午
後
2

時
か
ら
、京
都
市
内
の
「
京
都
ホ
テ
ル
オ
ー

ク
ラ
」
に
３
０
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　
大
阪
府
本
部
（
会
長 

阪
本
孝
義
）
で

は
、
第
30
回
大
会
を
７
月
3
日
午
後
１
時

か
ら
、
大
阪
市
内
の
「
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
大

阪
」
に
１
３
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　
大
会
で
は
、「
ヒ
ュ
ウ
マ
ン
・
ラ
イ
ツ
」

と
は
何
か
？
　
～
今
、
改
め
て
「
人
権
」

に
つ
い
て
考
え
る
～
の
テ
ー
マ
で
、
元
龍

谷
大
学
人
権
論
講
師
の
松
本
城
洲
夫
さ
ん

が
、
ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
っ
た
。

　
東
京
都
本
部
（
会
長 

川
上
高
幸
）
で
は
、

平
成
28
年
度
大
会
を
７
月
8
日
午
後
２
時

か
ら
、
千
代
田
区
内
の
「
憲
政
記
念
館
」

に
５
０
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　
大
会
で
は
、
京
都
産
業
大
学
文
化
学
部

教
授
の
灘
本
昌
久
さ
ん
と
、
平
河
秀
樹 

中
央
本
部
事
務
局
長
が
、「
部
落
差
別
の

解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
の
成
立
に

向
け
て
」
の
テ
ー
マ
で
対
談
を
行
っ
た
。

　
併
せ
て
、
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
の
大
会
も
開

催
し
た
。

　
熊
本
県
本
部
（
会
長 

国
武
　
香
）
で
は
、

第
28
回
研
修
大
会
を
７
月
17
日
午
後
１
時

か
ら
、
熊
本
市
内
の
「
グ
レ
ー
シ
ア
水
前

寺
共
済
会
館
」
に
１
２
０
名
を
集
め
開
催

し
た
。

　
大
会
で
は
、
熊
本
県
教
育
庁
教
育
指
導

局
人
権
同
和
教
育
課
長
の
古
澤
広
義
さ
ん

が
、「
人
権
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
」
の

テ
ー
マ
で
記
念
講
演
を
行
っ
た
。

　
佐
賀
県
本
部
（
会
長 

野
口
賢
二
）
で

は
、
第
17
回
大
会
を
８
月
10
日
午
後
１
時

か
ら
、
佐
賀
市
内
の
「
グ
ラ
ン
デ
は
が
く

れ
」
に
１
８
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　
大
会
で
は
、「
部
落
差
別
の
解
消
の
推

進
に
関
す
る
法
律
案
の
成
立
に
向
け
て
」

の
テ
ー
マ
で
、
平
河
秀
樹
　
中
央
本
部
事

務
局
長
が
記
念
講
演
を
行
っ
た
。

　
滋
賀
県
本
部
（
会
長 

西
尾
孝
之
）
で
は
、

平
成
28
年
度
大
会
を
8
月
26
日
午
後
6
時

か
ら
長
浜
市
内
の
「
北
ビ
ワ
コ
ホ
テ
ル
グ

ラ
ツ
ィ
エ
」
に
50
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　
千
葉
県
本
部
（
会
長 

木
村
　
仁
）
で
は
、

平
成
28
年
度
大
会
を
8
月
28
日
午
後
１
時

30
分
か
ら
、
柏
市
内
の
「
東
葛
テ
ク
ノ
プ

ラ
ザ
」
に
３
５
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　
大
会
で
は
、
平
河
秀
樹 

中
央
本
部
事

務
局
長
が
「
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に

関
す
る
法
律
案
の
成
立
に
向
け
て
」
の

テ
ー
マ
で
記
念
講
演
を
行
っ
た
。

　
京
都
懇
話
会
（
京
都
商
工
会
議
所
、
自

由
同
和
会
京
都
府
本
部
・
京
都
市
協
議
会

で
構
成
）
で
は
、
第
21
回
人
権
セ
ミ
ナ
ー

を
８
月
29
日
午
後
3
時
か
ら
、
京
都
市
内

の
「
京
都
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
」
に
２
５
０

名
を
集
め
開
催
し
た
。

　
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、「
部
落
差
別
の
解
消

の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
の
必
要
性
と
課

題
に
つ
い
て
」
の
テ
ー
マ
で
、
京
都
産
業

大
学
文
化
学
部
教
授
の
灘
本
昌
久
さ
ん
と

自
由
同
和
会
中
央
本
部
事
務
局
長
の
平
河

秀
樹
さ
ん
を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
、
山
口
勝
弘
・

京
都
府
本
部
事
務
局
長
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
を
務
め
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
た
。

　
大
分
県
本
部
（
会
長 

木
村
庄
一
）
で
は
、

９
月
4
日
午
後
１
時
か
ら
、
大
分
市
内
の

「
大
分
県
教
育
会
館
」
に
１
０
０
名
を
集

め
第
2
回
大
会
を
行
っ
た
。

　
大
会
で
は
、「
部
落
差
別
の
解
消
の
推

進
に
関
す
る
法
律
案
の
成
立
に
向
け
て
」

と
の
テ
ー
マ
で
、
平
河
秀
樹
中
央
本
部
事

務
局
長
が
記
念
講
演
を
行
っ
た
。
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る
非
自
民
連
立
政
権
が
成
立
し
た
。
共
産

主
義
化
の
危
険
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
自

民
党
政
権
で
あ
り
続
け
る
必
要
は
な
い
と

国
民
は
思
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
部
落
解

放
運
動
に
お
い
て
も
、
二
十
世
紀
最
大
の

失
敗
し
た
実
験
で
あ
る
社
会
主
義
お
よ
び

階
級
闘
争
主
義
を
、
大
衆
団
体
で
あ
る
部

落
解
放
同
盟
が
後
生
大
事
に
か
か
え
て
お

く
必
要
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
変
化
に
機
敏
に
対

応
し
て
、
運
動
方
針
や
綱
領
を
改
定
す
る

こ
と
自
体
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
の
だ

が
、
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
の
つ
ぎ
は
ぎ

改
定
で
は
、
運
動
の
た
め
の
力
を
発
揮
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
部
落
解
放
同
盟

全
国
大
会
で
の
綱
領
改
定
を
行
っ
た
の

は
、
京
都
府
連
の
委
員
長
で
あ
る
駒
井
昭

雄
氏
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
も
と
も
と
朝
田

善
之
助
氏
の
も
と
で
育
っ
た
活
動
家
で
、

生
涯
朝
田
理
論
か
ら
は
一
歩
も
出
る
こ
と

の
な
か
っ
た
行
政
責
任
追
及
一
本
槍
の
人

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
理
論
肌

の
人
で
は
全
然
な
か
っ
た
。
綱
領
を
緻
密

に
検
討
し
て
理
論
的
に
深
め
ら
れ
る
よ
う

な
指
向
性
も
能
力
も
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な

い
。
そ
の
駒
井
氏
が
、
誰
か
事
務
局
の
力

を
借
り
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
綱
領
改
定
を

行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
と
も
な
綱
領

が
で
き
よ
う
は
ず
も
な
い
。

　
そ
し
て
、
実
際
、
出
来
上
が
っ
た
綱
領

は
、
理
論
的
に
首
尾
一
貫
し
な
い
も
の
に

な
っ
た
。
と
り
わ
け
私
が
問
題
だ
と
思
う

の
は
、
部
落
解
放
同
盟
の
理
論
が
、
従
来
、

日
常
闘
争
の
一
階
部
分
、
階
級
闘
争
主
義

的
政
治
闘
争
の
二
階
部
分
、
天
皇
制
反
対

部
落
解
放
運
動
四
十
年
を
振
り
返
っ
て
㉑
　

　
部
落
解
放
に
反
天
皇
制
は
無
用
　
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘
本
　
昌
久

　
今
か
ら
十
三
年
前
の
二
〇
〇
三
年
四

月
、
私
は
、
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ

ン
タ
ー
の
通
信
『M

em
en

to

』
十
二
号
に
、

「
部
落
解
放
に
反
天
皇
制
は
無
用
」（
以
下

「
…
無
用
」
論
文
と
略
す
）
と
い
う
論
文

を
載
せ
た
（
論
文
名
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
検
索
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
全
文
が
見

ら
れ
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
）。
当
時
、

私
は
、
こ
の
資
料
セ
ン
タ
ー
の
所
長
を
し

て
い
た
の
で
、
大
騒
ぎ
と
な
り
、
つ
い
に

は
所
長
を
退
任
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
そ
の
経
過
は
あ
と
ま
わ
し

に
し
、
そ
も
そ
も
、
部
落
解
放
運
動
の
中

で
天
皇
制
反
対
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
ま
る

で
朝
日
が
東
か
ら
昇
っ
て
く
る
よ
う
に
、

ま
っ
た
く
自
明
の
こ
と
で
あ
る
の
に
、
な

ぜ
、
私
が
そ
れ
を
く
つ
が
え
す
よ
う
な
こ

と
を
書
い
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
話

を
は
じ
め
よ
う
。

　
部
落
解
放
同
盟
員
の
多
く
は
知
ら
な
い

よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
、
部
落
解
放
同
盟

は
、
一
九
九
〇
年
代
の
な
か
ば
に
理
論
を

大
き
く
見
直
す
。
特
に
、
一
九
九
七
年
の

第
五
十
四
回
全
国
大
会
で
は
、
従
来
の
階

級
闘
争
主
義
、
階
級
史
観
を
放
棄
し
、
綱

領
を
全
面
改
定
し
た
。
一
九
八
九
年
の
東

西
ド
イ
ツ
統
合
か
ら
一
九
九
一
年
の
ソ
連

解
体
に
い
た
る
一
連
の
東
欧
革
命
・
社
会

主
義
崩
壊
は
、
世
界
中
の
思
想
に
巨
大
な

影
響
を
与
え
、
日
本
に
あ
っ
て
も
、
戦
後

な
が
ら
く
続
い
て
き
た
自
民
党
の
単
独
政

権
を
終
わ
ら
せ
、
細
川
護
煕
を
首
班
と
す

の
三
階
部
分
と
い
う
三
層
構
造
に
な
っ
て

い
た
も
の
が
、
綱
領
の
改
定
に
よ
っ
て
、

間
が
抜
け
た
状
態
と
な
り
、
一
階
の
日
常

闘
争
と
、
三
階
の
天
皇
制
反
対
闘
争
と
い

う
中
抜
け
二
層
構
造
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
本
来
は
、
階
級
闘
争
主
義

を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
上
に

乗
っ
て
い
る
反
天
皇
主
義
も
清
算
さ
れ
る

べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
異
様
な
か
た
ち

で
残
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
私
は
、

こ
の
三
階
建
て
の
う
ち
二
階
部
分
を
取
り

去
っ
た
だ
け
の
異
常
な
リ
フ
ォ
ー
ム
を
や

り
な
お
し
て
、
シ
ン
プ
ル
な
一
階
建
て
に

直
し
て
あ
げ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、「
…
無
用
」
論
文
を
書

こ
う
と
し
た
理
由
は
、
当
時
の
左
翼
の
反

天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
人
権
と
は
縁

の
無
い
非
人
間
的
な
も
の
に
思
わ
れ
た
の

で
、
そ
れ
を
正
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

特
に
、
一
九
八
九
年
の
昭
和
天
皇
が
亡
く

な
る
と
き
前
後
の
左
翼
の
言
動
は
、
と
て

も
人
権
の
物
差
し
を
あ
て
て
、
合
格
点
を

上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
個
人
的
な
体
験
で
い
え
ば
、
京
大
の

学
生
運
動
が
掲
げ
た
「
戦
犯
天
皇
、
地
獄

へ
落
ち
ろ
」
と
い
う
立
て
看
板
は
、
そ
の

非
人
間
的
な
あ
り
よ
う
に
、
私
の
左
翼
に

対
す
る
幻
滅
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
。

そ
も
そ
も
、
い
ま
命
が
終
わ
ろ
う
と
し
て

い
る
人
に
、
そ
う
簡
単
に
「
地
獄
へ
落
ち

ろ
」
な
ど
と
言
え
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
昭
和
天
皇
の
在
位
中
の
言
動
は
、
当

時
の
一
般
国
民
が
好
戦
的
侵
略
的
な
風
潮

に
悪
の
り
も
し
く
は
迎
合
的
で
あ
っ
た
こ

と
に
比
べ
て
、
極
め
て
ま
っ
と
う
な
平
和

主
義
だ
っ
た
と
思
う
の
で
、
な
お
さ
ら
、

昭
和
天
皇
へ
の
批
判
は
、
誹
謗
中
傷
の
類

と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
正

す
た
め
に
も
、
反
天
皇
制
の
根
拠
薄
弱
さ

を
し
め
し
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
、

と
い
う
の
が
、
私
の
執
筆
動
機
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
た
め
に
、
論
文
の
中
で
ま
ず
展
開

し
た
の
が
、
井
上
清
氏
の
天
皇
制
批
判
へ

の
批
判
で
あ
る
。
井
上
清
氏
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
部
落
解
放
同
盟
と
は
密
接
に

あ
っ
た
研
究
者
で
あ
る
。
密
接
な
関
係
ど

こ
ろ
か
、
部
落
解
放
同
盟
の
前
身
で
あ

る
「
部
落
解
放
全
国
委
員
会
」
の
中
心
メ

ン
バ
ー
で
あ
り
、
生
涯
、
部
落
解
放
同
盟

と
と
も
に
歩
ん
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
そ
し
て
、
戦
後
の
解
放
理
論
を
中

心
的
に
主
導
し
て
き
た
の
が
井
上
氏
で
あ

り
、
反
天
皇
制
を
運
動
に
植
え
付
け
た
。

　
誤
解
の
な
い
よ
う
に
言
っ
て
お
く
と
、

井
上
氏
は
、
運
動
の
御
用
学
者
の
よ
う
な

人
で
は
全
然
な
い
。
運
動
が
間
違
っ
て
い

る
と
思
え
ば
、
敢
然
と
し
て
解
放
同
盟
に

意
見
す
る
人
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
解

放
同
盟
の
腐
敗
問
題
に
つ
い
て
は
、「
井

上
・
野
間
意
見
書
」
を
お
お
や
け
に
し
て
、

運
動
に
反
省
を
迫
る
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
。

そ
の
点
、
凡
百
の
研
究
者
の
よ
う
に
運
動

に
無
批
判
に
追
随
す
る
よ
う
な
人
で
は
な

か
っ
た
。
そ
う
し
た
、
尊
敬
す
べ
き
研
究

者
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
と
天
皇
制
に
関
し

て
は
、
極
端
な
理
論
で
批
判
を
行
い
、
し

か
も
、
そ
の
影
響
力
は
、
部
落
解
放
運
動

に
対
し
て
、
大
変
お
お
き
な
も
の
が
あ
っ

た
。（
こ
の
「
…
無
用
」
論
文
の
件
、
し
ば

ら
く
続
き
ま
す
。
お
つ
き
あ
い
く
だ
さ
い
。）


